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２０２６年
レンタカーでHAPPYドライブキャンペーン

取扱マニュアル

レンタカーでHAPPYドライブキャンペーン運営事務局
主催：福島県デスティネーションキャンペーン実行委員会

取扱マニュアル等は今後、改定される場合がございます。
改定された場合、最新版は随時、公式ホームページに掲載していきますので、
定期的にご確認いただきますよう、お願い致します。
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事業の目的

概要

（１）特典クーポン対象者
・レンタカー（自家用自動車タイプ）を２日間以上利用すること
・観光旅行であること（ビジネス利用を除き個人契約のみ対象とします）
・県内に１泊以上宿泊すること

（２）キャンペーン適用となる予約受付開始日
※受付日に制限はございません。
※予約手段については問いません（直接の電話、WEB等）

（３）レンタカー利用対象期間
令和８年４月１日（水）～６月３０日（火）

（４）特典クーポン利用可能期間
令和８年４月１日（水）～７月１日（水）

（５）対象となる宿泊施設
福島県内の全ての宿泊施設が対象となります。

（６）対象となるレンタカー事業者
福島県内の参画レンタカー事業者が対象となります。
※対象レンタカー事業者は公式サイトに掲載されております。
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2.「レンタカーでHAPPYドライブキャンペーン」とは

福島県では令和８年４月から６月に開催される「ふくしまデスティネーションキャン
ペーン（以下、「ふくしまDCという。」）において、インバウンドや全国からの観光
客増加が見込まれます。二次交通対策の一環として、福島県内のレンタカー会社を利用
する観光客に対して観光施設等で利用できる「特典クーポン」を配布し、周遊促進を図
ります。



名称 「レンタカーでHAPPYドライブキャンペーン特典クーポン」

発行者 福島県デスティネーションキャンペーン実行委員会

発行券種 ・紙クーポン （見本）
・１枚 １，０００円

利用期間
（クーポンの
有効期限）

令和８年４月１日（水）～７月１日（水）
※感染症の拡大や予期せぬ天災等の理由により、配布及び利用を停止
することがあります。

配布方法 本キャンペーンに参画している県内レンタカー会社の各店舗受付窓口
にて、レンタカー利用者へお渡しいただきます。

利用エリア 福島県内

利用可能店舗 レンタカーでHAPPYドライブキャンペーンの加盟店登録をされている
店舗・施設等（土産物店、飲食店などのほか、観光施設、アクティビ
ティなどを含む）。特典クーポンの利用可能店舗情報は公式サイトに
掲載されております。

給付額 レンタカー１台につき2,000円分（1,000円券×2枚）を利用者に配布。

注意事項 半券が切り離された状態のものは使用できません。そのような場合は
加盟店での利用が出来ませんのでご注意ください。合わせて、著しく
毀損・汚損された状態のものは使用できませんので、クーポンを受け
取る際の確認をお願いいたします。
お釣りは出ませんのでご注意ください。

見本

3．特典クーポンについて

特典クーポン概要
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【手順１】福島県内の参画レンタカー会社でレンタカーを予約
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※ 特典クーポンは在庫に限りがございますので、在庫状況はレンタカー会
社へ直接ご自身でご確認ください。

【手順２】レンタカー会社での利用受付とアンケート実施

【手順３】特典クーポンを取得！

【手順４】加盟店で特典クーポンを利用♪

※ お釣りは出ませんのでご注意ください。
※ ご利用の際は1,000円券を１枚ずつ切り離してご利用ください。

４．特典クーポン「取得～利用」の手順

特典クーポンはミシン目加工されている為、手で簡単に切り離せます。

※※半券の切り離し厳禁です。
半券が切り離されたものは無効となり、加盟店舗での利用ができませんのでご注意下さい。

見本

見本

キリトリ

見本

見本

＜イメージ＞ 見本

※ 半券は切り離さず、そのままご利用ください。

＜イメージ＞



5．特典クーポンの取り扱いと注意事項  ※必ずお読みください
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特典クーポンの対象外となる商品・サービス提供
【行政機関等への支払い】
• 所得税、住民税、固定資産税、自動車税等の公租公課 
• 社会保険料（医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険等）
• 宝くじ（当せん金付証票法（昭和23 年法律第144 号）に基づくもの）、スポーツ振興くじ

（スポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成10 年法律第63 号）に基づくもの）
• その他（自治体指定のゴミ袋、公営競技（競馬、競輪、競艇、オートレース）等）
 ※ ただし、行政機関が運営する博物館・美術館の入館料等は対象となります。

【日常生活における継続的な支払い】
• 電気・ガス・水道・電話料金等
• ＮＨＫ放送受信料
• 不動産賃料
• 駐車場の月極・定期利用料 ※コインパーキング等の一時利用に係る料金は対象 
• 保険料（生命保険、火災保険、自動車保険等） 換金性の高いものの購入 
• 金券（ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、旅行券、切手、収入印紙、

店舗が独自に発行する商品券等）
• プリペイドカードの購入、電子マネーへのチャージ等 
• 金融商品（預貯金・振込、株式、投資信託、社債、公債等） 

【その他】
• 特典クーポンの利用エリア内でサービスが完結しないもの 

（旅行者が利用エリア外に出なければ可） 
• 事業活動に伴って使用する原材料、機器類又は商品等
• 授業料、入学検定料、入学金等 ※アクティビティのガイド料等は対象 
• 宿泊代金又は宿泊を伴う旅行商品の代金
• 既存の債務の弁済 
• 各種サービスのキャンセル料 
• 電子商取引
• 無償譲渡、寄付、献金、寄進及びこれに準ずるもの 
• 公序良俗に反するもの
• 社会通念上不適当とされるもの
• その他各取扱店舗が指定するもの 

【注意事項】
・特典クーポン裏面の注意事項を必ずご確認ください。
・お釣りは出ません。
・加盟店によっては施設内に複数のテナントが入っている場合、特典クーポンが利用

出来ないテナントや商品がありますので、店舗へ直接ご確認ください。
・特典クーポンの盗難、紛失、滅失に対して、事務局で責任は負いません。
・特典クーポンは初期不良を除き、交換はできません。
・特典クーポン利用額に対し各種ポイントの付与は対象外となります。
・特典クーポンと現金の交換はできません。
・特典クーポンで購入した商品の返品・交換は一切できません。
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６．問い合わせ先

※本キャンペーンに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

お問い合わせ先

レンタカーでHAPPYドライブキャンペーン運営事務局
電話：024‐503-1432 ※9:30～17:30（土日祝日を除く）
   ：fukushima_dc@jtb.com

よくある質問はホームページをご参照ください。

URL：https://fukushima-happy-drive.jp/




